
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ケーブルを接続するための光コネクタであって、
　前記光ケーブルの心線端部を収容するフェルールと、
　該フェルールを先端側に付勢するスプリングと、
　該スプリングを支持するストップリングと、
　前記光ケーブルの抗張力線露出部分と外被先端部分を覆うように前記ストップリング内
に設けられたカシメリングと、
　該カシメリングの内側において、前記抗張力線露出部分の心線と抗張力線との間に設け
られ

カシメ座と、
を備え、
　前記外被先端部分を覆う前記カシメリングの基端側部分には、

前記外被先端部分を部分的に内側に押圧して固定可能な固定部が形成さ
れており、
　前記心線と前記カシメ座 の間に隙間が形成されており、
　前記カシメリングは、その先端側部分から基端側部分にかけて同じ大きさの内径を有す
るが、先端側部分の外径が基端側部分の よりも大きく形成され前記カシメリングの先
端側部分と基端側部分の間に段差部を有することを特徴とする光コネクタ。
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、基端側部分の外径を先端側部分の外径より小さく、基端側部分の内径を先端側部分
の内径より小さく設定し、これによって外周部及び内周部にそれぞれ外側段差部及び内側
段差部を形成した

前記カシメ座の基端側部
分の外周部を覆う

の先端側部分の内周部と

外径



【請求項２】
　前記カシメ座は、前記外被先端部分の心線と抗張力線との間にも設けられている請求項
１に記載の光コネクタ。
【請求項３】
　前記固定部は、前記カシメリングに、該カシメリングの先端側部分と基端側部分を結ぶ
方向に沿って２本の平行部分が配置されるコの字状の切り込みを入れることによって形成
された羽根部を前記カシメリングの内側に折曲することにより形成されている請求項１に
記載の光コネクタ。
【請求項４】
　前記固定部は、前記カシメリングの一部を前記カシメリングの内側に凹ませることによ
り形成された凹部である請求項１に記載の光コネクタ。
【請求項５】
　前記固定部は、前記カシメリングを内側に凹ませて、該カシメリングを突き破ることに
より形成された刃状突起である請求項１に記載の光コネクタ。
【請求項６】
　前記固定部は、前記カシメリングの周方向に対を成して対向配置される請求項１乃至５
のいずれかに記載の光コネクタ。
【請求項７】
　前記カシメ座の基端側部分の端部は、その外周部分に形成された傾斜面により先細状に
形成されている請求項１または２に記載の光コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ケーブルを接続するために用いられる光コネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、光通信システムにおいて、光ケーブル相互間、又は光ケーブルと他の光デバイス
との間で着脱可能な接続を行なうために光コネクタが使用されており、従来の光コネクタ
としては、例えば、特開２００１－１４１９６０号公報に開示されているものがある。
【０００３】
この光コネクタ１は、図１０～図１３に示されているように、光ケーブル２の心線端部を
収容するフェルール３と、フェルール３を先端側に付勢するスプリング５と、スプリング
５の基端側を支持するストップリング６と、ストップリング６内に設けられたカシメリン
グ７と、カシメリング７の内側に設けられたカシメ座８と、ストップリング６の先端側を
覆うように設けられたプラグフレーム９と、プラグフレーム９及びストップリング６を覆
うように設けられたツマミ１０と、ストップリング６の端部１８に取付けられたフード１
１とから構成されている。そして、図１１及び図１２に示されているように、カシメリン
グ７及びカシメ座８は共に円筒状を成し、カシメ座８はカシメリング７より硬質の材料製
であり、カシメリング７の基端側外周部分には環状凹部１２が形成されている。
【０００４】
このような光コネクタ１を光ケーブル２に取付ける場合、先ず、光コネクタ１のカシメリ
ング７、スプリング５、ストップリング６、及びフード１１をそれぞれ光ケーブル２に挿
通させ、光ケーブル２の先端から所定長の外被１３を除去し、抗張力線１４を露出させる
と共に、抗張力線１４を所定長に切断する。そして、光ケーブル２の先端側から抗張力線
１４と心線１５との間にカシメ座８を挿入し、外被１３の端面１６に押し付けると共に、
カシメリング７を抗張力線１４及び外被１３に被嵌する。次に、この状態で、光ケーブル
２の先端部をフェルール３に固定させて取付けた後、カシメリング７を外側から専用のカ
シメ治具によりかしめる。そうすると、抗張力線１４はカシメリング７とカシメ座８との
間に挟持され、また、外被１３はカシメリングにより外側からかしめられる。この時、カ
シメリング７の凹部１２にはカシメ力が掛からないため、図１３に示すように、凹部１２
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の内側に係止部１７が形成され、これにより、外被１３のカシメリング７からの抜け落ち
を防止するようになっている。
【０００５】
その後、フェルール３をプラグフレーム９とツマミ１０の組立品に入れ、その基端側から
スプリング５とそのスプリング５の基端側を支持するストップリング６を挿入する。そし
て、ストップリング６の端部１８とその端部１８近傍の外被１３に接着剤を塗布し、スト
ップリング６の端部１８にフード１１を嵌合し、固定する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
一般に、光コネクタ１を介して光ケーブル２を接続する場合、フェルール３が相手側のフ
ェルールと所定の接触圧で接触可能なように、心線１５はフェルール３と共に軸心方向に
移動可能に設けられる必要がある。しかしながら、上記した従来の光コネクタでは、外被
１３に塗布した接着剤が毛細管現象により先端側の心線１５部分にまで達してしまい、光
ケーブル２内で抗張力線１４等と接着してしまい、フェルール３の接触時に心線１５が軸
心方向に動かず、光学特性に不良を生じさせるおそれがあった。
【０００７】
また、光ケーブル２の外径寸法は、製造業者により多少ばらつきがあるため、外被１３や
抗張力線１４をかしめる時に、心線１５部分までかしめてしまい、フェルール３の接触時
に心線１５が軸心方向に動かなくなり、光学特性を損なうおそれもあった。
【０００８】
本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであり、心線をかしめ等により固定するこ
となく、外被及び抗張力線を確実にかしめることができ、光学特性の向上を図ることので
きる光コネクタを提供するものである。
【００１０】
　本発明は、光ケーブルを接続するための光コネクタであって、前記光ケーブルの心線端
部を収容するフェルールと、該フェルールを先端側に付勢するスプリングと、該スプリン
グを支持するストップリングと、前記光ケーブルの抗張力線露出部分と外被先端部分を覆
うように前記ストップリング内に設けられたカシメリングと、該カシメリングの内側にお
いて、前記抗張力線露出部分の心線と抗張力線との間に設けられ

カシメ座と
、を備え、前記外被先端部分を覆う前記カシメリングの基端側部分には、

前記外被先端部分を部分的に内側に押圧して固定可能な固定部
が形成されており、前記心線と前記カシメ座 の間に隙間が形成さ
れており、前記カシメリングは、その先端側部分から基端側部分にかけて同じ大きさの内
径を有するが、先端側部分の外径が基端側部分の よりも大きく形成され前記カシメリ
ングの先端側部分と基端側部分の間に段差部を有することを特徴とする。
【００１１】
好ましくは、前記カシメ座は、前記外被先端部分の心線と抗張力線との間にも設けられて
いる。
【００１２】
　また、前記固定部は

【００１３】
　或いは、前記固定部は、

【００１４】
　或いは、前記固定部は、
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、基端側部分の外径を先
端側部分の外径より小さく、基端側部分の内径を先端側部分の内径より小さく設定し、こ
れによって外周部及び内周部にそれぞれ外側段差部及び内側段差部を形成した

前記カシメ座の
基端側部分の外周部を覆う

の先端側部分の内周部と

外径

、前記カシメリングに、該カシメリングの先端側部分と基端側部分
を結ぶ方向に沿って２本の平行部分が配置されるコの字状の切り込みを入れることによっ
て形成された羽根部を前記カシメリングの内側に折曲することにより形成されている。

前記カシメリングの一部を前記カシメリングの内側に凹ませる
ことにより形成された凹部である。

前記カシメリングの一部を内側に凹ませて、該カシメリングを
突き破ることにより形成された刃状突起である。



【００１５】
　
【００１７】
このような構成により、心線をかしめることなく、外被及び抗張力線を堅固且つ確実にか
しめることができる。したがって、光ケーブルの接続時に、心線が軸心方向に動き、フェ
ルール同士が所定の接触圧で接触するため、光学特性の向上を図ることができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明におけるケーブ
ルは従来例のものと同じなので、図中、光ケーブルの構成要素を示す符号は従来例と同一
のものを使用する。
【００１９】
図１は本発明の第１の実施の形態における光コネクタの結線部２１を示しているが、説明
の簡略化のため、上記した従来の光コネクタ１と同等の構成については図示せず、図１は
カシメリング２２とカシメ座２３のみを示している。
【００２０】
カシメリング２２は、例えば、黄銅製で、円筒状を成し、カシメリング２２の先端内周部
分には傾斜面２４が形成されている。カシメリング２２の外径は、先端側部分２５より基
端側部分２６の方が小さく、外周部に段差部２７が形成されている。
【００２１】
カシメ座２３は、カシメリング２２と同程度の硬質の材料製、好ましくは、カシメリング
２２より硬質の材料製、例えば、ステンレス製で、円筒状を成している。カシメ座２３の
先端側部分２８の外径はカシメリング２２の内径より小さく、先端側部分２８の内径は光
ケーブル２の心線１５の外径より大きくなっている。また、カシメ座２３の基端側部分２
９の外径はその先端側部分２８の外径より小さく、基端側部分２９の内径はその先端側部
分２８の内径より小さく且つ心線１５の外径より大きくなっている。すなわち、カシメ座
２３には、外周部及び内周部にそれぞれ外側段差部３０及び内側段差部３１が形成されて
いる。そして、カシメ座２３の基端側部分２９の端部は外周部分に形成された傾斜面３２
により先細状に形成されている。
【００２２】
次に、結線部２１を光ケーブル２に取付ける時のカシメリング２２及びカシメ座２３の作
用を説明する。
【００２３】
光ケーブル２の先端から所定長の外被１３を除去し、露出した抗張力線１４を所定長に切
断した状態で、光ケーブル２の先端側から抗張力線１４と心線１５との間にカシメ座２３
を挿入する。そして、抗張力線１４を介して外側段差部３０が外被１３の端面１６に当接
するまでカシメ座２３を押込むと、カシメ座２３は、先端側部分２８が抗張力線露出部分
３３の抗張力線１４と心線１５の間に、また、基端側部分２９が外被先端部分３４の抗張
力線１４と心線１５の間にそれぞれ位置するようになる。この時、カシメ座２３の基端側
部分２９の端部が先細状に形成されているため、このカシメ座２３の挿入、押込み作業は
容易且つ円滑に行うことができる。
【００２４】
このようにカシメ座２３を挿入、押込んだ後、予め光ケーブル２に挿入しておいたカシメ
リング２２を先端側に移動させ、抗張力線露出部分３３と外被先端部分３４を覆うように
する。このカシメリング２２の先端側への移動作業は、カシメリング２２の先端内周部分
に傾斜面２４が形成されているため、容易且つ円滑に行うことができる。そして、心線１
５の先端部にフェルール（図示せず）を固定後、カシメリング２２を外側から専用のカシ
メ治具によりかしめる。そうすると、抗張力線露出部分３３の抗張力線１４は、主にカシ
メリング２２の先端側部分２５とカシメ座２３の先端側部分２８との間に挟持され、また
、外被１３及び抗張力線１４は、主にカシメリング２２の基端側部分２６とカシメ座２３
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前記固定部は、前記カシメリングの周方向に対を成して対向配置されてもよい。



の基端側部分２９との間に挟持され、それぞれ光コネクタの結線部２１として固定された
状態となる。
【００２５】
この時、カシメ座２３の基端側部分２９が外被先端部分３４の抗張力線１４と心線１５と
の間に挿入されているので、カシメリングの基端側部分２６のカシメ力はカシメ座の２３
の基端側部分２９により受け止められ、その内径はほとんど小さくならず、その部分の心
線１５をかしめることはない。また、カシメリング２２の外周に段差部２７が形成されて
おり、外側からのカシメ力は先端側部分２５より基端側部分２６の方が小さくなるため、
外被先端部分３４を過度にかしめることがなく、その部分の心線１５までをかしめてしま
うおそれもない。さらに、カシメ座２３の内周部に内側段差部３１が形成され、カシメ座
２３を抗張力線１４と心線１５との間に挿入した時に心線１５と先端側部分２８との間に
円筒形状の隙間３５が形成されるので、カシメリング２２の先端側部分２５に基端側部分
２６より大きなカシメ力が作用しても、心線１５をかしめてしまうおそれはない。このよ
うに、心線１５をかしめることなく、外被１３及び抗張力線１４を堅固且つ確実にかしめ
ることができるので、光ケーブル２の接続時に、フェルール３同士が所定の接触圧で接触
し、光学特性の向上を図ることができる。
【００２６】
なお、カシメ座２３は、図２に示すように、基端側部分２９の厚さを薄くしたり、或いは
、図３に示すように、基端側部分２９の傾斜面３２の形成部分を大きくする等、形状の各
種変更が可能であることは言う迄もない。また、カシメ座２３は、図４に示すように、先
端側部分２８と基端側部分２９を分離し、それぞれ別々に形成させてもよい。
【００２７】
次に、図５を参照しつつ、本発明の第２の実施の形態における光コネクタの結線部４１に
ついて説明する。なお、説明の簡略化のため、上記した第１の実施の形態と同等の構成に
ついては、図中、同一符号を付し、それらの構成についての説明は省略する。
【００２８】
カシメリング４２は、例えば、黄銅製で、円筒状を成し、カシメリング４２の先端内周部
分には傾斜面４４が形成されている。カシメリング４２の外径は、先端側部分４５より基
端側部分４６の方が小さく、外周部に段差部４７が形成されている。そして、基端側部分
４６の外周部には対向する位置に固定部をなす一対の羽根部４８が設けられ、羽根部４８
はコの字状に切り込みを入れることにより形成され、内側に折曲可能となっている。また
、基端側部分４６の外周部には位置決め用の角穴４９が形成されている。
【００２９】
カシメ座４３は、カシメリング４２と同程度の硬質の材料製、好ましくは、カシメリング
４２より硬質の材料製、例えば、ステンレス製で、円筒状を成している。カシメ座４３の
外径はカシメリング４２の内径より小さく且つ光ケーブル２の心線１５の外径より大きく
なっており、心線１５との間に円筒形状の隙間５０が形成されるようになっている。
【００３０】
次に、結線部４１を光ケーブル２に取付ける時のカシメリング４２及びカシメ座４３の作
用を説明する。
【００３１】
光ケーブル２の先端から所定長の外被１３を除去し、露出した抗張力線１４を所定長に切
断した状態で、光ケーブル２の先端側から抗張力線１４と心線１５との間にカシメ座４３
を挿入し、抗張力線１４を介してカシメ座４３の基端側端面５１が外被１３の端面１６に
当接するまでカシメ座４３を押込む。そして、抗張力線露出部分３３と外被先端部分３４
を覆うようにカシメリング４２を設け、心線１５の先端部にフェルール（図示せず）を固
定後、専用のカシメ治具によりカシメリング４２を外側からかしめる。このカシメ治具に
は、特に図示しないが、羽根部４８及び角穴４９に対応する位置にカシメ用突起部及び位
置決め用突起部がそれぞれ設けられているので、カシメリング４２をかしめると、抗張力
線露出部分３３の抗張力線１４がカシメリング４２の先端側部分４５とカシメ座４３との
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間に挟持されてかしめられると共に、前記カシメ用突起部により羽根部４８が内側に折曲
され、羽根部４８により外被先端部分３４の外被１３が部分的に押圧されてその部分の外
被１３及び抗張力線１４がかしめられる。
【００３２】
この時、外被先端部分３４の外被１３は、羽根部４８を内側に折曲することにより部分的
にかしめられるようになっているので、堅固且つ確実にかしめられるが、過度にかしめら
れることがなく、その部分の心線１５迄かしめられてしまうおそれはない。また、カシメ
座４３の挿入時に、カシメ座４３と心線１５との間に隙間５０が形成されるようになって
いるので、抗張力線露出部分３３の心線１５をかしめてしまうおそれはない。さらに、前
記位置決め用突起部が角穴４９に係合することにより、前記カシメ用突起部は羽根部４８
に正確に係合するので、カシメ作業を容易且つ確実に行うことができる。
【００３３】
なお、図６に示すように、カシメ座４３の代わりに、上記した第１の実施の形態における
カシメ座２３を使用してもよい。この場合には、カシメ座２３の基端側部分２９が外被先
端部分３４の抗張力線１４と心線１５の間に挿入されるので、カシメリングの基端側部分
４６のカシメ力はカシメ座の２３の基端側部分２９により受け止められ、その部分の心線
１５をかしめるおそれはない。
【００３４】
また、羽根部４８の設置位置又は設置個数は、上記した場合に限定されるものではなく、
例えば、図７に示すように、対向する位置に２対設けてカシメ力を強化する等、カシメリ
ング４２の基端側部分４６の外周に均等に配置してもよい。
【００３５】
次に、図８を参照しつつ、本発明の第３の実施の形態における光コネクタの結線部６１に
ついて説明する。なお、説明の簡略化のため、上記した第１及び第２の実施の形態と同等
の構成については、図中、同一符号を付し、それらの構成についての説明は省略する。
【００３６】
カシメリング６２は、例えば、黄銅製で、円筒状を成し、カシメリング６２の先端内周部
分には傾斜面６３が形成されている。カシメリング６２の外径は、先端側部分６４より基
端側部分６５の方が小さく、外周部に段差部６６が形成されている。
【００３７】
次に、結線部６１を光ケーブル２に取付ける時のカシメリング６２及びカシメ座２３の作
用を説明する。
【００３８】
光ケーブル２の先端から所定長の外被１３を除去し、露出した抗張力線１４を所定長に切
断した状態で、光ケーブル２の先端側から抗張力線１４と心線１５との間にカシメ座２３
を挿入する。そして、抗張力線１４を介してカシメ座２３の外側段差部３０が外被１３の
端面１６に当接するまでカシメ座２３を押込むと、カシメ座２３は、先端側部分２８が抗
張力線露出部分３３の抗張力線１４と心線１５の間に、また、基端側部分２９が外被先端
部分３４の抗張力線１４と心線１５の間にそれぞれ位置するようになる。
【００３９】
その後、抗張力線露出部分３３と外被先端部分３４を覆うようにカシメリング６２を設け
、心線１５の先端部にフェルール（図示せず）を固定後、専用のカシメ治具６８によりカ
シメリング６２を外側からかしめる。このカシメ治具６８には、カシメリング６２の基端
側部分６５に対応する部分にカシメ用突部６９が設けられており、カシメリング６２をか
しめると、抗張力線露出部分３３の抗張力線１４がカシメリング６２の先端側部分６４と
カシメ座２３との間に挟持されてかしめられると共に、カシメ用突部６９によってカシメ
リング６２の基端側部分６５に固定部をなす凹部６７が形成され、凹部６７により外被先
端部分３４が部分的に押圧されてかしめられる。
【００４０】
この時、カシメ治具６８によりカシメリング６２をかしめる時に、カシメリング６２を周
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方向に位置決めする必要がないので、上記カシメ作業の簡素化が図れ、また、外被先端部
分３４は、凹部６７により部分的に押圧されて固定されるようになっているので、外被先
端部分３４の肉厚にバラツキがあったとしても、堅固且つ確実にかしめることができる。
さらに、カシメ座２３の基端側部分２９が外被先端部分３４の抗張力線１４と心線１５と
の間に挿入されているので、カシメリング６２の基端側部分６５のカシメ力はカシメ座の
２３の基端側部分２９により受け止められ、その内径はほとんど小さくならず、その部分
の心線１５をかしめることはない。また、心線１５と先端側部分２８との間に形成された
円筒形状の隙間３５のため、カシメリング６２の先端側部分６４に基端側部分６５より大
きなカシメ力が作用しても、心線１５をかしめてしまうおそれはない。このように、心線
１５をかしめることなく、外被１３及び抗張力線１４を堅固且つ確実にかしめることがで
きるので、光ケーブル２の接続時に、フェルール３同士が所定の接触圧で接触し、光学特
性の向上を図ることができる。
【００４１】
なお、凹部６７の設置位置又は設置個数は、上記した場合に限定されるものではなく、例
えば、図９に示すように、対向する位置に２対設けてカシメ力を強化する等、カシメリン
グ６２の基端側部分６５の外周に均等に配置してもよい。また、凹部６７は、図８及び９
に示されているように円錐状に形成させる他、周方向或いは軸線方向に長手状に形成させ
てもよい。
【００４２】
さらに、カシメ座２３の代わりに、上記した第２の実施の形態におけるカシメ座４３を使
用してもよく、この場合には、外被先端部分３４の外被１３は、凹部６７により部分的に
押圧されて固定され、堅固且つ確実にかしめられる。
【００４３】
さらにまた、上記第２の実施の形態における羽根部４８又は第３の実施の形態における凹
部６７の代わりに、カシメリング２２の基端側部分２６の任意の箇所を内側に突き破り、
刃状突起を形成させ、その刃状突起により外被先端部分３４を部分的に内側に押圧して固
定するようにしてもよい。
【００４４】
【発明の効果】
以上述べた如く本発明によれば、心線をかしめ等により固定することなく、外被及び抗張
力線を堅固且つ確実にかしめることができ、また、外被の固定のために接着剤を使用する
必要がない。したがって、光コネクタを介して光ケーブルを接続する場合、心線が軸心方
向に動き、フェルール同士が所定の接触圧で接触するため、光学特性の向上を図ることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す半断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態におけるカシメ座の実施例を示す半断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態におけるカシメ座の別の実施例を示す半断面図である
。
【図４】本発明の第１の実施の形態におけるカシメ座のさらに別の実施例を示す半断面図
である。
【図５】本発明の第２の実施の形態を示す半断面図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態の別の実施例を示す半断面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態のさらに別の実施例を示す半断面図である。
【図８】本発明の第３の実施の形態を示す半断面図である。
【図９】本発明の第３の実施の形態の別の実施例を示す半断面図である。
【図１０】従来例を示す半断面図である。
【図１１】従来例におけるカシメリングを示す断面図である。
【図１２】従来例におけるカシメ座を示す断面図である。
【図１３】従来例においてカシメリングをかしめた状態を示す断面図である。
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【符号の説明】
２　　　　　光ケーブル
３　　　　　フェルール
５　　　　　スプリング
６　　　　　ストップリング
１３　　　　外被
１４　　　　抗張力線
１５　　　　心線
２１　　　　結線部
２２　　　　カシメリング
２３　　　　カシメ座
２５　　　　先端側部分
２６　　　　基端側部分
３３　　　　抗張力線露出部分
３４　　　　外被先端部分
４１　　　　結線部
４２　　　　カシメリング
４３　　　　カシメ座
４５　　　　先端側部分
４６　　　　基端側部分
４８　　　　羽根部
６１　　　　結線部
６２　　　　カシメリング
６４　　　　先端側部分
６５　　　　基端側部分
６７　　　　凹部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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